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                                平成 22 年６月 2 日 

各位 

会社名  株式会社ネプロジャパン 

代表者名 代表取締役社長 金井 孟 

       （JASDAQ・コード 9421） 

問合せ先 

                                                  役職・氏名 執行役員財務経理部長 筒井 俊光 
                 電話  03-6803-3970 

 
 

定款の（一部）変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 19 回定

時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．定款変更の目的 

①目的事項の追加 

今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条につきまして事業

目的を追加するものであります。 

 

  ②公告方法の変更 

閲覧の容易性、公衆性等の向上のため、現行定款第４条につきまして公告の方法を変更する 

ものであります。 

 

２．定款変更の内容 

  別紙の通りであります。 

 

３．日程 

株主総会開催日 平成 22 年 6 月 29 日 

効力発生日   平成 22 年 6 月 29 日 

 

 

 

 

 

 

以上 
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別紙 

【定款変更の内容】                  (下線は変更箇所を示しております。) 

現行定款 変更案 

第１章 総則 

（第１条 記載省略） 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

（第１項から第 21 項まで記載省略） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

22．前各号に付帯又は関連する一切の業務 

（第３条 記載省略） 

（公告の方法） 

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載 

する方法により行う。 

第１章 総則 

（第１条 現行どおり） 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

（第１項から第 21 項まで現行どおり） 

22．古物の売買及び取扱業務 

23．温室効果ガス排出権の取引 

24．経営のコンサルティング及び経営管理 

25．前各号に付帯又は関連する一切の業務 

（第３条 現行どおり） 

（公告の方法） 

第 4 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。

但し、事故その他やむを得ない事由によ 

って電子公告による公告をすることがで 

きない場合は、日本経済新聞に掲載する 

方法により行う。 

 

以上 


